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Ⅰ．　は　じ　め　に

　平成 ₂₀ 年度から医療保険者に義務付けられた『特
定健康診査・特定保健指導』では，平成 ₂₄ 年度まで
の目標値を特定健康診査 ₇₀％，特定保健指導 ₄₅％，
メタボリックシンドロームの該当者・予備群の減少
率 ₁₀％としている。
　広島県の平成 ₂₁ 年度特定健康診査受診率は，
₃₂.₅％（広島県保険者協議会調べ，全国平均 ₄₁.₃％）
と数値目標 ₄₀％を下回っており，保険者別にみると
市町国保の受診率は ₁₇.₉％（全国 ₄₇ 位，全国平均
₃₁.₄％）と低い状況である。
　昨年度，当委員会では受診率低迷の要因の一つに
なっていると考えられる治療中の者の特定健康診査
受診控えの対策について検討し，医療機関の検査
データを特定健康診査データとして採用する方式が
有効であると考えた。
　そこで今年度は，治療中の者の「情報提供」につ
いて，取組の具体化に向けてモデル事業を実施し，
さらなる検討を加えた。また，国保連合会が行った
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「レセプト情報等を活用した保健事業支援（モデル事
業）」で明らかになった特定保健指導のメリットを活
用した受診勧奨ポスターを作成したので報告する。

Ⅱ．　治療中の者の受診率向上方策の検討

　厚生労働省は，治療中の者の特定健康診査の取扱
いに関して，「かかりつけ医で ₂～₃ヶ月以内に検査
した結果のうち，特定健診の検査項目にあたるもの
については，特定健診の一部または全部を実施した
ものとして取り扱うことができる。また，検査項目
が不足した場合はその分を追加で行った場合に限
り，特定健診を実施したものと見做すことができ
る。以上のことから，過去に医療の一環として実施
した検査項目は治療費として扱うが，後日残りの検
査を行った場合は医療保険者が負担することにな
る。」としている（特定健康診査・特定保健指導に関
する Q & A集，₅ページ「資料 ₁」を参照）。しか
し，その際の流れ・様式等は示されていない。そこ
で，情報提供様式，取扱ルールおよび情報提供料の統
一を図らなければ，事務処理が極めて煩雑となるこ
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とが懸念され，モデル事業を実施することとなった。

Ⅲ．　治療中の者の特定健康診査「情報提供」
のモデル事業実施

　平成 ₂₃ 年 ₅ 月 ₁₈ 日に広島県医師会と全国健康保
険協会広島支部（以下，「協会けんぽ」とする。）が
協定締結し，取組の具体化に向けて，モデル事業を
実施した。
₁　モデル事業の流れ（図 ₁参照）
　協会けんぽが対象者（患者）へ特定健康診査受診
券を送付し，対象者（患者）は，治療を受けている
医療機関へそれを提示する。医療機関は，₃ヶ月以内
の治療データを協会けんぽへ情報提供する。
　協会けんぽは，情報提供料（単価￥₃,₆₇₅）を医療機
関へ支払い，「情報提供」を受けた対象者（患者）が
特定健康診査を実施したとして報告（法定報告）する。
　なお，データ入力，支払事務はすべて協会けんぽ
が実施した。

₃　提供件数を増やすための対策
　年度途中からの開始であり，事業の周知が十分図
れていなかったため，レセプト情報などから治療中
の者で特定健診未受診者を選定し，対象者本人あて
に情報提供への協力を依頼する文書を送付した。（₁₀
月実施。送付件数 ₃,₉₁₅ 件）
　文書送付後は対象者や医療機関からの電話等の反
響があり，提供数が増えたほか，本人から直接提供
票や検査結果が送付された事例もあった。
₄　情報提供元の医療機関の状況について
　比較的小規模な医療機関からの提供が主となって
いる。どの機関からも ₁～₃件程度の提供にとどまっ
ている。
　協会けんぽの家族のみが対象のため，保険証の確
認が煩雑という意見や，規模の大きい病院では，医
師が多忙なため対応できないとの意見もあった。
₅　モデル事業の課題
（₁）実施保険者の拡大
　初めての取組であり，提供票の記入漏れなどの不
備が多い状況である。他の保険者でも実施されれ
ば，医療機関への周知が図れ，円滑な情報提供が期
待できる。
（₂）対象者への周知
　年度途中からの実施となったため，対象者への周
知が十分図れなかった。₁₀ 月に対象者の一部に対し
て提供への協力依頼を行った結果，提供票受付件数
が若干ではあるが増えてきており，次年度は年度当
初の受診券配付の際に周知を徹底する必要がある。
（₃）件数の増加に伴う事務量の増大
　今後，提供件数が増えてくることに伴い，「情報提
供内容」の審査，データの入力，支払事務が増大す
ることが予測される。

Ⅳ．　治療中の者の特定健康診査「情報提供」
の医療保険者の取組意向調査

　モデル事業実施により，医療機関への周知という
課題が明らかになり，より多くの保険者での取組が
望まれた。
　そこで，この事業の取組に関する医療保険者の意
向調査を実施した（平成 ₂₃ 年 ₈ 月）。
　なお，調査対象は前年度の調査でこの事業に「取
組みたい」という意向を示していた市町国保保険者
とした。

表 ₁　治療中の者の特定健康診査「情報提供」
事業の受付件数

平成₂₃年 ₉月 ₃₀日
現　在

平成₂₃年 ₁₁月 ₈日
現　在

情報提供件数 ₁₉ ₈₀
うち対象外であっ
た件数（※）  ₆  ₇

※ 既に特定健診を実施していても，治療中であれば協会
けんぽへ情報提供すると勘違いしていたものが ₆件，
国保加入者分が ₁件となっている。

協 会 け ん ぽ  

対 象 者（患者） 

①

受

診

券

の

送

付 

②特定健康診査受診券・健康保険証を提示 

③ 請 求 

④指定口座へ

お振込み 

協会けんぽ広島支部へ直接、請求書（様式１）と

特定健康診査情報提供票（様式２）を郵送してく

ださい。 

～情報提供の流れ～ 

委託医療機関 

※医師の判断と患者の同意で実施 

情報提供 

3 カ月以内の治療データを特定健康診査に活用 

図 ₁　情報提供の流れ

₂　治療中の者の特定健康診査 「情報提供」 の受付
件数
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₁　調査の概要
（₁）調査時期：平成 ₂₃ 年 ₈ 月 ₂₃ 日～平成 ₂₃ 年 ₉

月 ₂ 日
（₂）調査方法：電子メールによる質問紙調査
（₃）調査対象：県内の市町国民健康保険者
（₄）回 収 率：₁₀₀％
₂　結果の概要（資料 ₂参照）
（₁）治療中の者の特定健康診査「情報提供」に取

組む予定・希望について
　₁₅ 市町（₆₅.₂％）が「取り組みたい」と回答して
いた。「検討中」が ₇市町（₃₀.₄％），「実施しない」
が ₁市町（₄.₄％）であった。

（₄）その他の意見
・ 事務量の増加，費用対効果などモデル事業の実
績を参考にしながら検討したい。
・ 財政支援の要望
・ 事務の簡素化（国保連合会でのデータ入力，支
払事務）の検討の要望
・ 集合契約の要望

Ⅴ．　特定健康診査・特定保健指導のメリット

　国保連合会が実施した「レセプト情報等を活用し
た保健事業支援（モデル事業）」において，特定保健
指導を利用した者の方が，保健指導の階層化，生活
習慣病のリスク，検査値（体重・BMI・腹囲）が有
意に改善していた，という効果が見られた。（資料
₃）
　そこで，このデータを活用して医療機関やショッ
ピングセンターなどに掲示する受診勧奨用リーフ
レットを作成した。（資料 ₄）

Ⅵ．　考　　　　　察

₁ 　モデル事業では，情報提供件数が少ないとい
う課題があり，その理由として，医療機関への
周知（特に比較的大きい規模の医療機関への周
知），対象者への周知が十分にされていないこ
とが考えられた。その解決策としては，実施保
険者を増やす，医療機関への周知を図ること，
対象者へ個別に通知をすることが考えられる。

 　また，今後，件数の増加に伴う事務量の増大
が懸念される。

₂　　市町国保保険者への意向調査から，「取組み
たい」と答えている市町が多いが，モデル事業
の実績が上がっていないこと，財政的な支援の
要望，事務量の増加に対する不安があり，実際
に取り組むには，検討すべき課題が多いと考え
られる。今後も体制整備，情報提供に取組みた
い。

₃　　特定保健指導の効果を活用した受診勧奨リー
フレットは，説得力があると考えられる。より
多くの方に見てもらい，関心を持ってもらえる
よう掲示場所について検討するとともに，各保
険者でも使用してもらえるようデータの提供を
していきたい。

表 ₂　取組の意向
n＝₂₃

回　答 数 （％）

①取り組みたい ₁₅  ₆₅.₂
②検　 討 　中  ₇  ₃₀.₄
③実施しない  ₁   ₄.₄

計 ₂₃ ₁₀₀.₀

表 ₃　単　　価
n＝₁₇

回　答 数 （％）

①市町独自  ₀   ₀.₀
②県（￥₃,₆₇₅-） ₁₇ ₁₀₀.₀

計 ₁₇ ₁₀₀.₀

表 ₄　契 約 形 態
n＝₁₇

回　答 数 （％）

①市町集合契約  ₁   ₅.₉
②代表集合契約 ₁₆  ₉₄.₁
③地区医師会個別契約  ₀   ₀.₀
④医療機関個別契約  ₀   ₀.₀
⑤ どのような契約形態でもよい  ₀   ₀.₀

計 ₁₇ ₁₀₀.₀

（₂）情報提供に係る単価について
　情報提供に係る単価設定は，回答した ₁₇ 市町すべ
てが県の調整単価（モデル事業と同じ）￥₃,₆₇₅ と
回答した。

（₃）契約の形態について
　契約形態については，₁₇ 市町中 ₁₆ 市町が「県内
保険者との集合契約がよい。」と回答し，₁市町が
「各市町ごとの集合契約がよい。」と回答した。
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Ⅶ．　ま　　と　　め

　当委員会のモデル事業は，従来の「特定健康診査
受診」に加え，かかりつけ医などでの既存の検査
データを活用する新たな選択肢として患者の検査等
の負担も少なく，実施に至れば受診率向上等へ寄与
は大きいため，今後はより多くの医療保険者での取
り組みが進むように，体制整備や情報提供が必要で
ある。
　また，特定保健指導の効果を活用したポスターに
ついては，各保険者でも使用してもらえるようデー
タの提供を考えている。

　これらの研究結果を県内の医療保険者，広島県保
険者協議会，市郡地区医師会などの関係機関に報告
し，取組の具体化が図られるようにしたい。
　「特定健康診査・特定保健指導」は，生活習慣病対
策の一部であり，特定健康診査の受診率向上のみが
最終目標ではないが，治療中の方の受診率低迷とい
う ₁つの課題を通して，医療保険者と医療機関の連
携のあり方を検討し，事業化という方向性を導きだ
すことができた。今後も行政・医療保険者・医療機
関が課題を共有し解決策を検討し，一体となって具
体的に取組むことで県民の健康の保持・増進に繋が
ると考える。
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<高齢者の医療の確保に関する法律> 

第二十条 保険者は，特定健康診査等実施計画に基づき，厚生労働省令で定めるところにより，四

十歳以上の加入者に対し，特定健康診査を行うものとする。ただし，加入者が特定健康診査に相

当する健康診査を受け，その結果を証明する書面の提出を受けたとき，又は第二十六条第二項の

規定により特定健康診査に関する記録の送付を受けたときは，この限りでない。 

第二十一条 保険者は，加入者が，労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号） 

その他の法令に基づき行われる特定健康診査に相当する健康診断を受けた場合又は受けることが

できる場合は，厚生労働省令で定めるところにより，前条の特定健康診査の全部又は一部を行っ

たものとする。 

 

特定健康診査相当の健康診査を受けている場合の取扱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔取扱方法等：特定健康診査・特定保健指導に関するＱ＆Ａ〕 

○特定健康診査に相当する健康診断を受けていれば，健康診断の結果書等証明書類を依頼することと

なる。 

○特定健康診査に相当する健康診断に関する証明書については，特に様式を設定することは考えてお

らず，当該健康診断の結果書等の証明書の提出を求めることで十分である。また，健康診断等の結果

等の証明書に費用がかかるということであれば，保険者が負担を表明していなければ，加入者本人が

負担することとなる。 

○特定健診に相当する検査を受け，その結果を証明する書面の提出があった場合は，特定健診の結果

として使用できる（高齢者医療確保法第２０条）。 

○かかりつけ医で２～３ヶ月以内に検査した結果のうち，特定健診の検査項目にあたるものについて

は，特定健診の一部又は全部を実施したものとして取り扱うことができる。また，検査項目が不足し

た場合はその分を追加で行った場合に限り，特定健診を実施したものと見做すことができる。 

以上のことから，過去に医療の一環として実施した検査項目は治療費として扱うが，後日残りの検

査を行った場合は医療保険者が負担することになる。 

○特定健診は診療ではないので混合診療とはならず，診療と同時に実施することは可能である。重複

する部分の費用の取扱いについては，例えば， 

①契約単価のみ明確となっている特定健診を優先的に実施し，特定健診以外の部分は診療として実

施する。 

②診療としての検査等を優先的に行い，特定健診として不足している部分については，医療保険者

と当該医療機関との間で実施単価を取り決めた上で実施する方法がある。 

○人工透析を受けている者は，継続的に医療機関を受診しており，医学的管理がなされていることか

ら，特定健診の実施については，本人の健康状態等を考慮したうえで受診の必要性を慎重に判断すべ

きである。 

 

 

 

 

資料 1  
資料　1
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治療中の方の特定健康診査の「情報提供」（特定健診受診率向上対策）に関する意向調査（国保）

問１　受療中の医療機関からの「情報提供」による特定健康診査データ入手に取り組む予定･希望がありますか。
n=23

回　答 数 （％） 1

①取り組みたい 15 65.2
②検討中 7 30.4
③実施しない 1 4.4

計 23 100.0

問２　情報提供に係る単価について

n=17 2

回　答 数 （％）

①市町独自 0 0.0
②県（\3,675-） 17 100.0

計 17 100.0

問３　契約の形態について
n=17

回　答 数 （％） 3

①市町集合契約 1 5.9
②代表集合契約 16 94.1
③地区医師会個別契約 0 0.0
④医療機関個別契約 0 0.0
⑤どのような契約形態でもよい 0 0.0

計 17 100.0

その他
事業目的に関する意見

事務処理に関する意見

受診券発送後，資格変更された方の確認をどのように対応するのか。
別紙4　口座振込先ですが，支店名の記載箇所の追加をお願いします。
説明会を開いてほしい

事務量の増加，費用対効果等について，モデル事業の実績を参考にさせていただきな
がら検討したい。

その他 モデル事業の実施状況や県外での実施実績があれば，その内容を含め情報提供をお
願いしたい。

現在「協会けんぽ」がモデルとして実施されておられますが，実績はどれくらいあるので
しょうか。受診率向上の切り札となり得るのでしょうか。
また，特定健診の検査項目が不足して追加となった場合，追加検査せず新たに特定健
診へ移行するのではないでしょうか。

町内の医療機関で了解が得られれば，モデル事業で実施されている手順を教えていた
だき，本年度からでも実施したい。

方針を示す時期等に関する意見 現在，検討中のため，意向調査の結果がまとまりましたら，情報提供していただきたい。

平成24年度の予算要求が11月のため，10月中に方向性をお示しいただけると助かりま
す。

医療機関周知に関する意見 この事業に関しての各医療機関への積極的な取組要請を県のほうからもお願いしたいと
思います。

契約に関する意見 県全体での仕組みができれば，取り組みやすいので，集合契約を実施していただきた
い。

支払事務について，健診結果及び請求データを電子データで国保連を通じて請求する
ようにしてほしい

財政支援に関する意見 1件あたり3,675円と高額になるので，財政支援を要望します。
県調整交付金等予算措置をお願いしたい

特定健診・保健指導は生活習慣病予防が目的であり，既に治療中の者の情報を提供料
を支払って特定健診の結果にすることは，予防という本来の目的に合わないと考えられ，
治療中の方は対象から外すべきと考える。
なるべく早急に対応していただきたい。
国保連合会のルートで支払をしていただきたい。
国保連合会でのデータ入力，費用支払はできないのでしょうか。

事務処理について，各医療機関から各々請求があった場合，かなりの混乱が予想される
ため，できれば医師会でのとりまとめで月1回払い程度を希望します。

医療機関にやってもらえるのか

受療中の医療機関からの「情報提供」による特定健康診
査データ入手に取り組む予定・希望について，15市町
（65.2％）が「取り組みたい」と回答している。
「検討中」が7市町（30.4%），「実施しな
い」が１市町（4.4%）であった。

情報提供に係る単価設定は，回答した17市町全てが県の
調整単価（\3,675-）で行うと回答した

契約形態については，17市町中16市町が「県内保険者と
の代表集合契約がよい。」と回答し，1市町が「各市町ごと
の集合契約がよい。」と回答した
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④ 検査データの変化  

   体重・腹囲・ＢＭⅠ・中性脂肪・収縮期血圧・拡張期血圧・空腹時血糖・HbA1c の 8 項目の変化

について健診受診年度と翌年度の健診結果を比較した。 
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「レセプト情報を活用した保健事業支援（モデル事業のまとめ）」／

広島県国民健康保険団体連合会の抜粋 
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  体重・ＢＭＩ・腹囲は積極的支援・動機付け支援ともに，終了者の方が検査値の改善の幅が大きい。 

  血圧については，健診当日の環境等の影響も大きいため，比較が難しい。 

  中性脂肪は，特定保健指導利用の有無にかかわらず減少している。 

  空腹時血糖は，平成 20 年度は特定保健指導の利用の有無にかかわらず減少していたが，平成 21 年

度は，あまり変化がなかった。 
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Ⅰ．　は　じ　め　に

　糖尿病患者は，糖尿病の可能性が否定できない人
を合わせて年々増加（平成 ₁₉ 年国民健康・栄養調査　
約 ₂,₂₁₀ 万人で平成 ₁₄ 年比 ₃₆％増）している。さ
らに，患者自身が自覚症状に乏しく，治療の動機付
けを見出せにくいという特徴があり，重症化や合併
症の併発にいたる例も増加している。
　そこで，糖尿病患者が医療を適切に受け，重症化
を予防できるよう，医療連携パスを導入した事業の
展開について検討することとし，今年度は，各地域
の取り組みについて情報交換をした。

Ⅱ．　糖尿病連携の先進地（佐伯地区医師会）
における連携体制について

　当事業ではかかりつけ医と糖尿病専門医またコメ
ディカルが緊密システム的に連携し，効果的な役割分
担の中で治療および療養指導を進めるため，来年度か
らモデル地域において事業を展開することとしている。
今年度は，事前に先進地である JA広島総合病院を中
心とする佐伯地区医師会の実施状況をもとに，現状や
糖尿病地域連携における課題の共通認識を図った。

【糖尿病対策地域連携事業について】

　佐伯地区医師会では，地域全体の糖尿病診療にお
ける質の向上・均一化をめざし，JA広島総合病院 

を糖尿病専門病院とし専門医とコメディカルが病院
内で，さらに地域のかかりつけ医と専門病院が糖 

尿病地域連携パスを用いて，対象者に効果的な療養
指導等を提供できるためのシステム化を検討してい
る。
　JA広島総合病院の診療圏内人口は，約 ₂₈ 万人で
あり，糖尿病総外来患者数は，約 ₂,₂₀₀ 人で，その
うち ₁₄₈ 人が地域連携パスを利用している。
　診療所では，連携病院受診時の検査時間，指導
（看護師，栄養士），診察の時間を十分確保するた
め，事前のカルテ作成のための情報と糖尿病専用の
診療情報提供書を FAXする必要があり，患者には来
院までに問診票（₅枚）と診療情報提供書への記入
を依頼しておく。病院では，受診前にカルテを作成
し，医師による受診前の検査，栄養指導，療養指導
などの事前オーダーが必要である。
　看護師による療養指導と栄養士による栄養指導
は，診察前に終了しており，その後，医師が診察す
る。糖尿病専用の診療情報提供書は，記入しやすい
ようにチェック欄が多く設けられている。
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Ⅲ．　糖尿病における病診連携の課題

　糖尿病の病診連携クリティカルパスを用いた地域
連携を行っている地域での取組をもとに，課題を抽
出した。
　（課題）
・糖尿病は，自覚症状が乏しいため，患者の病識
が低く，患者自身が生活を改善しにくいという
特徴があり，本人が治療を継続する意欲を持続
させるための方法を考える必要がある。
・専門医への受診勧告について，医療保険者（国
保，社保等）や，市町・勤務先の会社等の介入
について検討する。

　（方向性）
　地域連携パスを使い，かかりつけ医と糖尿病専門
医・コメディカルが緊密に連携し，効果的な役割分
担の中で，途切れることなく，治療および療養指導
を受け，またそれを地域が支えることで本人が意欲
的に治療継続できる環境を作る。

Ⅳ．　今後の取り組み予定

₁　平成 ₂₄ 年度は，モデル地域にて，連携パスに
よる支援体制について検討する。

₂　モデル地区での事業により，患者の行動変容を
もとに，効果的な指導方法を検討する。
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　　　　網本　達也　佐伯地区医師会
　　　　石田　和史　JA広島総合病院
　　　　加納　恵子　広島市健康福祉局
　　　　河面　智之　市立三次中央病院
　　　　小根森　元　三次地区医師会
　　　　岸本　益実　広島県健康福祉局
　　　　田中　純子　広島大学大学院医歯薬学総合研究科
　　　　中西　修平　広島大学大学院医歯薬学総合研究科
　　　　槙坪　　毅　広島県医師会
　　　　山根　公則　NTT西日本中国健康管理センタ
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　　　　加納　恵子　広島市健康福祉局
　　　　岸本　益実　広島県健康福祉局
　　　　小根森　元　三次地区医師会
　　　　高村　明雄　福山市保健福祉局
　　　　田中　純子　広島大学大学院医歯薬学総合研究科
　　　　中西　修平　広島大学大学院医歯薬学総合研究科
　　　　西岡　智司　福山市医師会
　　　　八田　和彦　安芸地区医師会
　　　　槙坪　　毅　広島県医師会
　　　　向井　一誠　全国健康保険協会広島支部
　　　　森原　千秋　広島県国民健康保険団体連合会
　　　　山根　公則　NTT西日本中国健康管理センタ
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